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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式１、即ち、
　　　ｘＣａＡ（１－ｘ）［ｙＭｇＡ＋（１－ｙ）ＭｇＯ］　　　　　　　　　　（１）
に従い、式中、
Ａが＝（ＯＨ）2又は＝ＣＯ3基であり、
ｘ及びｙがモル分率（０＜ｘ≦１及び０≦ｙ≦１）である
カルシウム／マグネシウム化合物に基づく粉末組成物であって、
　未処理又は膨張蛭石、膨張パーライト、アタパルジャイト及びケイ砂からなる群より選
択される無機物の固体流動化剤を、１２５μｍよりも大きなサイズを有する粒子の形態に
おいて、該組成物の０ｗｔ％超から５ｗｔ％未満の量で含有する、カルシウム／マグネシ
ウム化合物に基づく粉末組成物。
【請求項２】
　前記流動化剤を３ｗｔ％以下の量で含有することを特徴とする、請求項１に記載の組成
物。
【請求項３】
　前記無機物の固体流動化剤が、２５０μｍよりも大きな粒子サイズを有することを特徴
とする、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記カルシウム／マグネシウム化合物が、前記組成物の９０ｗｔ％を超える純度である
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ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項５】
　前記カルシウム／マグネシウム化合物が、２０μｍ未満の粒子サイズを有することを特
徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項６】
　式１、即ち、
　　　ｘＣａＡ（１－ｘ）［ｙＭｇＡ＋（１－ｙ）ＭｇＯ］　　　　　　　　　　（１）
に従い、式中、
Ａが＝（ＯＨ）2又は＝ＣＯ3基であり、
ｘ及びｙがモル分率（０＜ｘ≦１及び０≦ｙ≦１）である
カルシウム／マグネシウム化合物に基づく粉末組成物であって、
　未処理又は膨張蛭石、膨張パーライト及びアタパルジャイトからなる群より選択される
無機物の固体流動化剤を、１２５μｍよりも大きなサイズを有する粒子の形態において、
該組成物の０ｗｔ％超から５ｗｔ％未満の量で含有する、カルシウム／マグネシウム化合
物に基づく粉末組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粉末状のカルシウム／マグネシウム化合物に基づく組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　粉末状のカルシウム／マグネシウム化合物とは、以下の式１、即ち、
　　　ｘＣａＡ（１－ｘ）［ｙＭｇＡ＋（１－ｙ）ＭｇＯ］　　　　　　　　　　（１）
に従い、式中、
Ａが＝（ＯＨ）2又は＝ＣＯ3基であり、
ｘ及びｙがモル分率（０＜ｘ≦１及び０≦ｙ≦１）である
水酸化物又は炭酸塩の形態の固体粒子の一群を意味する。
【０００３】
　このカルシウム／マグネシウム材料は、シリカ、アルミナなどの不純物を数％の範囲で
明らかに含有している。一般的に言えば、この粉末材料の粒子サイズは、全体的には１ｍ
ｍよりも小さく、２５０μｍよりも小さい場合もある。
【０００４】
　粉末状のカルシウム／マグネシウム化合物の特定のケースは、消石灰とも称される水酸
化カルシウム（Ｃａ（ＯＨ）2）であり、それはまた、シリカ、アルミナ、酸化マグネシ
ウム又は炭酸カルシウムなどの不純物を数％の範囲で含み、自由水、即ち、化合物に化学
結合していない水を最大で約５％含有する場合がある。
【０００５】
　このような化合物は、貯蔵、ハンドリング及び輸送、とりわけ消石灰の場合にしばしば
用いられる希薄相における空気輸送の際に、流れの流動性が不足することで知られている
。とりわけ、消石灰粒子の粉末度に関連するこれら流動の問題は、主として粒子が互いに
凝集するか又はそれらが壁に蓄積するという形で示される。このような挙動は、これらの
化合物の使用にとって不利である。
・次第に化合物が壁に堆積することにより空気輸送の際の流量が低下し、設備の閉塞が生
じることもある
・化合物が酸性化合物の中和剤として用いられる場合に調節が妨げられる
・時に非常にアクセスしにくい場所で特定の及び定期的なメンテナンス作業を要する
【０００６】
　有機物の液体添加剤、特には界面活性剤によって粉末の流れを促進する方法が知られて
いる（特開平８－１０９０１６号公報、特開平９－１６５２１６号公報）。しかしながら
、有毒な場合のあるこのような有機物の液体を消石灰などの無機化合物に含めることは、
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その用途、とりわけ、煙道ガスの浄化に使用する場合には不利となることがある（有機添
加剤の放出に続いて生じる揮発性有機化合物の問題）。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、高純度でかつ完全に無機物であるカルシウム／マグネシウム化合物に
基づく粉末組成物であって、有機添加剤に頼ることなく上記流動性の不足を制限する粉末
組成物を得ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、上記の問題は、上で与えられた式１に従うカルシウム／マグネシウム
化合物に基づく粉末組成物であって、蛭石、パーライト、珪藻土及びシリカからなる群よ
り選択される無機物の固体流動化剤を、９０μｍよりも大きなサイズを有する粒子の形態
において、該組成物の５ｗｔ％未満の量で含有するカルシウム／マグネシウム化合物に基
づく粉末組成物によって解決される。
【０００９】
　所与の値よりも大きなサイズは、粒子の少なくとも９５％がこのより大きなサイズを最
小値として有することを意味する。
【００１０】
　多くの方法により、消石灰などの粉末製品の流れを説明することが可能である。これら
の診断方法は、特にはシェアセル、とりわけＪｅｎｉｋｅセルの使用又は流動指数の測定
に基づいているか、カール理論又は摩擦及び落下角度の散布度に基づいている。
【００１１】
　しかしながら、常に応力下での流れに関係する上記の流れの診断方法（「静的」方法）
では、空気圧の（動的）輸送における流動下で、即ち、気流中の希薄相における粉末の真
の流れに際して、カルシウム／マグネシウム化合物に基づく種々の粉末組成物をそれらの
挙動において区別することは不可能である。
【００１２】
　それゆえ、空気輸送における粉末製品の流動に対して適切な診断方法を開発することが
必要であると考えられている。この方法は、特定の装置において実施される動的付着試験
（ＤＡＴ）を適用することからなる。
【００１３】
　この装置は、添付した図１において示される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　この装置は、エルボー２及び７によって接続された一連の直線導管１、６及び８から形
成される粉末輸送ループを有する。直線導管１は、粉末注入点の下流に１０ｃｍの長さを
有し、内径が２．５４ｃｍであり、直線導管８は、長さが２７．５ｃｍで内径が２．５４
ｃｍである。直線導管６は、長さが８．９０ｃｍ、入口直径が２．５４ｃｍの拡大管３と
、長さが３０ｃｍ、内径が４．２５ｃｍのスリーブ４と、長さが９．８５ｃｍ、出口直径
が２．５４ｃｍの縮小管５とから構成される。これらの直線導管を接続するエルボー２及
び７は２０ｃｍの曲率半径を有する。
【００１５】
　装置はまた、圧縮された乾燥空気を導管０に導入する圧縮機９の形態の圧縮空気源を含
む。コンベヤー・スクリュー１１を備えた投与「装置」（又は「機器」）１０が導管１に
検討すべき粉末物質１２を供給する。
【００１６】
　最後の直線導管８からの出口は、フレキシブルパイプ１３に接続され、下向きのエルボ
ー１５を介して容器１４の中に入っている。１２００Ｗの電力を有しかつ合計濾過表面が
１．２ｍ2のフィルタ１７を備えた吸込みファン１６が容器１４の上部に配置される。導
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管を通過した粉末物質が容器の底部１８に蓄積される。
【００１７】
　投与装置１０によって供給された粉末は、導管中で作り出される気流により導管中を運
ばれる。部材１～８の種々の壁の上に堆積した粉末の合計質量は、試験後に計量すること
によって測定される。堆積した粉末のこの合計質量は、測定質量の全体を言うものであり
、空気中の希薄相空気輸送による粉末流れの性質の逆の量である。
【００１８】
　上記の試験結果は、粉末状のカルシウム／マグネシウム化合物の産業上の使用の経験と
一致しているようであった。即ち、この試験により、動的な流動の問題を生じる製品と満
足のいく挙動を有する製品が効果的に区別される。
【００１９】
　とりわけ、他の条件が同じであれば、カルシウム／マグネシウム化合物は、その粒子サ
イズが細かくなるにつれて、希薄相における動的流れが悪くなることが見出される。
【００２０】
　カルシウム／マグネシウム化合物の動的な流動を改善するために、無機物の固体添加剤
を、当初、塊の形成を防ぐと考えられる粉末化合物、凝集を防ぐと考えられる粉末化合物
、又は「流動化剤」と考えられる粉末化合物から選択した。主としてタルク、シリカ、海
泡石、蛭石、ベントナイト、珪藻土、及び石灰石、並びに炭酸マグネシウム、酸化マグネ
シウム及び水酸化マグネシウムを挙げることができる。
【００２１】
　驚くべきことに、上に挙げた凝集を防ぐ添加剤のすべてが、本発明によって提示される
課題の意味の範囲内で、カルシウム／マグネシウム化合物に基づく粉末組成物の動的流れ
を体系的に改善するわけではない。とりわけ、潤滑剤であることが知られるタルクを添加
しても、動的流れに関して何らプラスの効果を得られないし、動的流れを悪化させること
さえある。海泡石又はベントナイトが添加剤として用いられた場合にも同じことが言える
。
【００２２】
　炭酸マグネシウム、酸化マグネシウム又は水酸化マグネシウムを添加剤として使用して
も、動的流れ試験の結果がわずかに改善されるだけであり、それは上記の流れの問題を解
決するには不十分なものである。
【００２３】
　もう一方では、予期せぬことに、蛭石、とりわけ「未処理の」パーライト、又は珪藻土
、特にはアタパルジャイト、又はシリカ、とりわけケイ砂の本発明による添加は、カルシ
ウム／マグネシウム化合物に基づく粉末組成物の動的流れを有意に改善する。
【００２４】
　本発明によるカルシウム／マグネシウム化合物に基づく粉末組成物は、シリカ、とりわ
けケイ砂、蛭石、パーライト又は珪藻土、とりわけアタパルジャイトからの無機添加剤の
いずれか又はそれらの組み合わせを、当該組成物の５ｗｔ％未満、好ましくは３ｗｔ％以
下、非常に有利には２ｗｔ％以下の量で含有する。本発明による組成物のカルシウム／マ
グネシウム化合物の純度は、活性なカルシウム／マグネシウム化合物の希釈を制限し、求
められる用途における性能を維持するために、９０％を超える値、好ましくは９２％を超
える値に維持することが必要である。
【００２５】
　さらに、上記の無機添加剤は、相当に粗い粒子サイズの分布を有する。このため、添加
剤としてマイクロシリカ（ヒュームドシリカ）又は微粉化した無機物を挙げる文献の教示
とは異なり、本発明によるカルシウム／マグネシウム化合物に含まれる添加剤は、本質的
には９０μｍよりも大きな、好ましくは２５０μｍよりも大きな粒子サイズを有すること
が必要である。
【００２６】
　意外にも、本発明によるカルシウム／マグネシウム化合物に基づく粉末組成物は、とり
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わけ２０μｍ未満の粒子サイズが空気圧設備の急速な閉塞の作用を有する添加剤なしの従
来のカルシウム／マグネシウム化合物の場合に見られる観測とは逆に、粒子の粉末度に関
して何ら制限なく希薄相において良好な動的流れを有する。本発明による化合物のこの特
性により、その適用分野を拡大することが可能である。これは、微細な製品が、とりわけ
消石灰の多くの用途、例えば、煙道ガスの浄化においてより良好に反応するからである。
【００２７】
　次に、本発明は、限定的でない例によってより詳細に説明される。
【実施例】
【００２８】
［例１］
　基準のカルシウム／マグネシウム化合物として産業生産の消石灰を選択した。その純度
は９５ｗｔ％Ｃａ（ＯＨ）2であり、それは最大２５０μｍの粒子サイズ分布を有し、自
由水の含有量が１％である。この消石灰を、上記の動的流れ試験の投与装置に導入する。
【００２９】
　装置は、乾燥した圧縮空気（露点３℃）を供給され、流量２５ｍ3／ｈで３０℃に予熱
され、約１４ｍ／ｓの初期速度を提供する。基準の消石灰は１ｋｇ／ｈで配分される。試
験では２ｋｇの材料が計り取られる。
【００３０】
　実験の最後に、すべての導管の壁に蓄積した消石灰の質量を測定し、計り取った合計質
量、即ち、２ｋｇと比較した。基準の消石灰の場合、結果は６５ｇ／ｋｇである。
【００３１】
　産業的に用いられる製品の流れの性質に関する本発明の動的試験の測定によれば、試験
結果として壁の上に蓄積した製品が４５ｇ／ｋｇ未満である化合物は、希薄相における動
的流れ下で非常に優れた挙動を有するとみなすべきである。同様に、試験の結果として壁
の上に蓄積した製品が５８ｇ／ｋｇを超える化合物は、産業的な使用、とりわけ希薄相に
おける空気輸送の際に流れが引き起こす問題の挙動を有すると考えられる。
【００３２】
［例２］
　本例２では、産業製品であって、供給されたまま用いられる添加剤を例１と同じ消石灰
に添加する。
【００３３】
　本発明に従って、「未処理の」蛭石を、得られる組成物の２ｗｔ％程度添加し、それを
均一にするために混合する。この添加剤の粒子サイズは９０μｍよりも大きい。次いで、
組成物は、例１と同じ条件下で動的流れ試験を受ける。
【００３４】
　消石灰と未処理の蛭石の混合物の場合、試験の結果は、壁の上に蓄積した製品が４０ｇ
／ｋｇであり、この組成物は、例１で挙げた基準（４５ｇ／ｋｇ未満）によれば、動的流
れにおいて非常に優れた挙動を有するものに分類される。
【００３５】
　同様に、本発明による組成物を、それぞれ膨張又は剥離蛭石、膨張パーライト及びアタ
パルジャイトを２ｗｔ％含有するように、例１の消石灰から出発して調製した。これらの
添加剤の粒子サイズは９０μｍよりも大きい。試験の結果は、計り取った質量に対して壁
の上に蓄積した製品がそれぞれ３１、３８及び３９ｇ／ｋｇであり、組成物の特性値は動
的流れにおいて非常に優れた挙動を有する。
【００３６】
　流れの性質に関して、本発明によるカルシウム／マグネシウム化合物に基づく粉末組成
物の利点を実証するためには、添加剤なしの基準のカルシウム／マグネシウム化合物の場
合と比較して、壁の上に蓄積した量における割合の低下の観点で動的流れ試験の結果を表
すことが有用である。
【００３７】
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　もう一方で、タルク、海泡石又はベントナイトを、添加剤として最終組成物の２ｗｔ％
程度添加した場合、試験の結果は、計り取った質量に対して壁の上に蓄積した製品がそれ
ぞれ６４、６０及び８４ｇ／ｋｇである。これらの添加剤では、動的流れにおいて良くな
い挙動（結果が５８ｇ／ｋｇを超える）を有する配合物が得られ、ベントナイトの場合に
は、添加剤なしの化合物と比較しても非常に劣った流れとなる。
【００３８】
　これらすべての結果を表１にまとめる。
【００３９】
【表１】

【００４０】
　表１は、基準の消石灰、本発明によるこの消石灰に基づく組成物、及び動的流れを改善
しない添加剤を有する組成物に関する動的流れ試験の結果である。
【００４１】
［例３］
　本例３では、例２の添加剤が１２５μｍ未満の粒子のみとなるように、ふるい分けによ
って粒度分布をカットした。
【００４２】
　例１と同じ消石灰に、１２５μｍ未満の「未処理の」ベントナイトを、得られる組成物
の２ｗｔ％程度添加し、それを均一にするために混合する。次いで、組成物は、例１と同
じ条件下で動的流れ試験を受ける。試験の結果は、添加剤のない消石灰と比較して非常に
大きな流れの低下を示し、１２２ｇ／ｋｇの材料が壁に付着する。
【００４３】
　同様に、組成物を、それぞれ膨張蛭石（＜１２５μｍ）、アタパルジャイト（＜１２５
μｍ）及びケイ砂（＜１２５μｍ）を２ｗｔ％含有する混合物を得るように、例１の消石
灰から出発して調製した。試験の結果は、計り取った質量に対して壁の上に蓄積した製品
がそれぞれ６２、５８及び５７ｇ／ｋｇである。それゆえ、これらの配合物は、動的流れ
において劣った挙動を示し、壁への付着の低減がそれぞれわずか５％、１１％及び１３％
である。
【００４４】
　これらの結果は、本発明において使用される添加剤の粒子サイズ分布の重要な特徴を示
し、添加剤は細かすぎるとその有効性が失われる。
【００４５】
　例３のすべての結果を表２にまとめる。
【００４６】
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【表２】

【００４７】
　表２は、基準の消石灰と１２５μｍ未満の添加剤に基づく配合物の場合の動的流れ試験
の結果である。
【００４８】
［例４］
　本例４では、例２の添加剤が２５０μｍよりも大きな粒子のみとなるように、ふるい分
けによって粒度分布をカットした。
【００４９】
　２５０μｍよりも大きな「未処理の」蛭石を、例１と同じ消石灰に、得られる組成物の
２ｗｔ％程度添加し、それを均一にするために混合する。次いで、組成物は、例１と同じ
条件下で動的流れ試験を受ける。試験の結果は、添加剤のない消石灰と比較して流れにお
いて相当な改善を示し、壁に付着した材料はわずか３９ｇ／ｋｇであり、即ち、未処理の
消石灰と比較して４１％低減される。
【００５０】
　同様に、組成物を、それぞれ膨張蛭石（＞２５０μｍ）、アタパルジャイト（＞２５０
μｍ）及びケイ砂（＞２５０μｍ）を２ｗｔ％含有する混合物を得るように、例１の消石
灰から出発して調製した。試験の結果は、投与質量と比較して壁の上に蓄積した製品がそ
れぞれ３２、３９及び４２ｇ／ｋｇであり、組成物は、動的流れにおいて非常に優れた挙
動を示す。壁への付着においてそれぞれ５２％、４０％及び３５％の低減が得られる。
【００５１】
　これらの結果により、添加剤の粒子サイズ分布の決定的な特徴が確認される。
【００５２】
　しかしながら、２５０μｍよりも大きな石灰石又は２５０μｍよりも大きな未処理の白
雲石（混合されたカルシウムとマグネシウムの炭酸塩）が添加剤として例１の消石灰に最
終混合物の２％程度用いられた場合には、試験の際に壁に付着する質量はそれぞれ５３及
び５２ｇ／ｋｇである。記録のために、動的流れの優れた挙動は、壁に付着する度合いが
４５ｇ／ｋｇ未満であることを特徴とする。それゆえ、これらの配合物は、動的流れにお
いて満足のいく挙動を有していない。
【００５３】
　したがって、粒子サイズが粗い、即ち２５０μｍよりも大きな添加剤を有するという事
実は、優れた動的流れを有する組成物を得るための十分な条件ではない。
【００５４】
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　例４のすべての結果を表３にまとめる。
【００５５】
【表３】

【００５６】
　表３は、基準の消石灰と２５０μｍよりも大きな添加剤に基づく組成物の場合の動的流
れ試験の結果である。
【００５７】
［例５］
　例１の基準の消石灰を、２０μｍ未満の粒子のみ保持するように動的分離装置において
選択した。この選択された消石灰を例１と同じ条件下で動的流れ装置によって試験した。
しかしながら、この選択された消石灰は、そのより高い粉末度のために基準の消石灰より
も良好でない流れを有する。試験装置が全体的に閉塞する前に、０．７５ｋｇの消石灰し
か計り取ることができなかった。測定質量とみなされる壁の上に蓄積した質量は９７ｇ／
ｋｇである。
【００５８】
　本発明による組成物を、膨張蛭石をそれぞれ２％及び４％含有する組成物を得るように
、この選択された消石灰から出発して調製した。両方の場合において、装置を閉塞させる
ことなく、２ｋｇの組成物を計り取ることが可能である。さらには、測定質量とみなされ
る壁の上に蓄積した質量は、２％の蛭石を有する組成物に関して３９ｇ／ｋｇ、４％の蛭
石を有する組成物に関して２２ｇ／ｋｇである。選択された消石灰に対する壁の上に蓄積
した質量の低減はそれぞれ６０％及び７７％である。
【００５９】
　例５の結果を表４にまとめる。
【００６０】
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【表４】

【００６１】
　表４は、選択された消石灰とこの消石灰に基づく本発明による組成物についての動的流
れ試験の結果である。
【００６２】
　当然ながら、本発明は、上記の実施態様に限定されるものではなく、多くの改良を特許
請求の範囲から逸脱することなく行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
（原文に記載なし）

【図１】
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